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６
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市
・
県
民
税
申
告
と
確
定
申
告
の

準
備
は
お
早
め
に

申
告
期
間

　

２
月
16
日
㈭
～
３
月
15
日
㈬

所
得
税
の
確
定
申
告
書
は
自
分
で
作
成
し

ま
し
ょ
う

確
定
申
告
は
、
１
月
１
日
～
12
月
31
日

の
１
年
間
に
生
じ
た
す
べ
て
の
所
得
金
額

と
、そ
れ
に
対
す
る
所
得
税
を
計
算
し
て
、

自
発
的
に
申
告
す
る
制
度
で
す
。

確
定
申
告
書
の
３
つ
の
作
成
方
法

手
書
き
用
の
確
定
申
告
書

１
月
下
旬
か
ら
、
税
務
課
、
大
和
・
塩

沢
市
民
セ
ン
タ
ー
に
用
意
し
ま
す
。

ｅイ
ー−
Ｔタ
ッ
ク
ス

ａ
ｘ
（
国
税
電
子
申
告
）

２
つ
の
方
式
で
パ
ソ
コ
ン
・
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
か
ら
電
子
申
告
が
で
き
ま
す
。
添

付
書
類
の
省
略
や
還
付
手
続
き
が
早
い
な

ど
の
利
点
が
あ
り
ま
す
。

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
方
式

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
（
対
応
機
種
の
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
も
可
）
を
用
い
て
申
告

②
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
方
式

　

事
前
に
税
務
署
で
発
行
し
た
ｅ−

Ｔ
ａ
ｘ

の
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
を
入
力
し
て
申

告
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
不
要
）

国
税
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
が
あ
る
パ
ソ

コ
ン
と
プ
リ
ン
タ
ー
が
あ
れ
ば
、「
確
定

申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
検
索
し
、

手
順
に
従
っ
て
確
定
申
告
書
を
作
成
・
印

刷
で
き
ま
す
。（
１
月
上
旬
か
ら
） 

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
の
作
成
の
利
点

・
ｅ

−

Ｔ
ａ
ｘ
と
違
い
、Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー

ダ
ラ
イ
タ
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、

Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
が
不
要

・
手
順
に
従
い
入
力
す
る
と
、
所
得
金
額

や
税
額
が
自
動
計
算
さ
れ
る
た
め
、
入

力
漏
れ
や
ミ
ス
を
防
げ
る

・
収
支
内
訳
書
や
決
算
書
の
作
成
も
可
能

・
申
告
相
談
会
場
に
行
く
必
要
が
な
い

確
定
申
告
書
の
提
出
方
法

作
成
し
た
確
定
申
告
書
と
所
得
控
除
資

料
、
収
支
内
訳
書
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
証

明
す
る
書
類
と
身
元
確
認
書
類
（
運
転
免

許
証
な
ど
）
の
写
し
な
ど
各
種
必
要
書
類

を
封
筒
に
入
れ
、
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

提
出
場
所　
小
千
谷
税
務
署
（
郵
送
可
）、

税
務
課
、
大
和
・
塩
沢
市
民
セ
ン
タ
ー
、

市
民
会
館 

多
目
的
ホ
ー
ル
（
市
の
申

告
相
談
会
場
）

※
還
付
申
告
の
み
、
小
千
谷
税
務
署
で
１

月
か
ら
受
け
付
け
ま
す

市
・
県
民
税
申
告
書

市
報
２
月
１
日
号
と
同
時
に
全
戸
配
布

す
る
ほ
か
、
税
務
課
と
大
和
・
塩
沢
市
民

セ
ン
タ
ー
に
用
意
し
ま
す
。

収
支
内
訳
書
な
ど
の
書
き
方
相
談

農
業
・
営
業
・
不
動
産
所
得
の
収
支
内

訳
書
、医
療
費
控
除
の
明
細
書
の
書
き
方
、

減
価
償
却
費
の
計
算
な
ど
の
相
談
に
応
じ

ま
す
。

受
付　
税
務
課
、
大
和
・
塩
沢
市
民
セ
ン

タ
ー

期
１
月
18
日
㈬
～
２
月
15
日
㈬

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く

市
・
県
民
税
申
告
と
確
定
申
告
の
申
告
相

談
会市

・
県
民
税
申
告
書
や
、
確
定
申
告
書

の
作
成
が
難
し
い
人
を
対
象
に
、
申
告
会

場
を
設
け
ま
す
。
必
要
書
類
を
完
成
さ
せ

て
持
参
す
る
と
ス
ム
ー
ズ
で
す
。

注
意
事
項

・
マ
ス
ク
の
着
用
と
体
温
測
定
、ア
ル
コ
ー

ル
消
毒
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。
体
調
不

良
の
時
は
来
場
を
お
控
え
く
だ
さ
い
。

・
入
場
人
数
の
制
限
や
早
め
に
受
け
付
け

を
終
了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。（
金

曜
日
と
休
日
相
談
日
は
、
受
け
付
け
し

た
す
べ
て
の
人
の
相
談
に
応
じ
ま
す
）

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ

り
、
開
催
状
況
が
急
に
変
更
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

・
自
宅
で
の
作
成
や
電
子
申
告
が
可
能
な

人
は
、
な
る
べ
く
来
場
を
お
控
え
く
だ

さ
い
。

会
市
民
会
館
１
階 

多
目
的
ホ
ー
ル

期
２
月
16
日
㈭
～
３
月
15
日
㈬

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く

受
付
時
間　
午
前
９
時
～
11
時
、
午
後
１

時
～
４
時

休
日
相
談
日
時　
２
月
19
日
㈰
、
３
月
５

日
㈰　

午
前
９
時
～
11
時

市
の
申
告
相
談
会
場
で
ｅ−

Ｔ
ａ
ｘ
を
推

進
し
ま
す

確
定
申
告
は
、
申
告
者
自
身
に
よ
る

作
成
・
届
出
が
基
本
で
す
。
国
税
庁
は
、

操
作
が
簡
単
で
計
算
違
い
の
無
い
、
ｅ

−

Ｔ
ａ
ｘ
の
利
用
を
勧
め
て
い
ま
す
。
市
の

申
告
会
場
で
は
、国
税
庁
ｅ

−

Ｔ
ａ
ｘ
コ
ー

ナ
ー
を
設
け
ま
す
。

申
告
に
必
要
な
書
類
を
事
前
に
用
意

し
て
持
参
す
る
と
、
申
告
会
場
の
端
末

か
ら
自
分
で
ｅ

−

Ｔ
ａ
ｘ
（
国
税
電
子
申

告
）
の
①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
方
式
②

Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
方
式
で
の
申
告
や
、

国
税
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
活
用
し
た
確
定

申
告
書
の
作
成
が
で
き
ま
す
。

※
入
力
を
補
助
す
る
職
員
を
配
置
し
ま

す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い

間
違
い
の
多
い
事
例

・
年
末
調
整
時
に
扶
養
を
申
告
し
、
源
泉

徴
収
票
に
そ
の
記
載
が
あ
っ
て
も
確
定

申
告
書
に
未
記
入
の
場
合
は
、
扶
養
が

取
り
消
さ
れ
ま
す
。
確
定
申
告
書
に
も

扶
養
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。（
年
末
調

整
後
、
市
・
県
民
税
申
告
を
行
う
場
合

も
同
様
）

・
被
扶
養
者
は
、
１
人
の
扶
養
に
し
か
な

れ
ま
せ
ん
。
家
族
間
で
重
複
が
な
い
よ

う
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。


